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１  施策の体系  

                              ★は重点施策を示す。  

充実した日常生活を支える

体制の構築 

★障害福祉サービス人材及び相談支援人材の確保・育成 

障害福祉サービス提供体制の充実 

日常生活支援の充実 

社会参加の機会促進 

地域で暮らし続けるための

支援 

★地域生活を支える仕組みの構築 

施設入所者・病院入院者の地域移行 

暮らしやすいまちづくりの推進 

安全・安心の確保 

就労支援体制の充実 ★一般就労への移行及び職場定着の推進 

福祉的就労の促進 

障害者就労施設等が供給する物品等の振興 

農業と福祉の連携 

生涯を見据えた就学前・学

齢期における支援の充実 

★重度障害児・医療的ケア児への対応 

総合福祉通園センター「ルネス花北」の機能強化 

インクルーシブ教育システムの構築 

家族に対する支援 

権利擁護・差別の解消 ★障害に対する理解促進・差別解消 

障害のある人への虐待防止 

情報提供の充実 

読書バリアフリーの推進 

成年後見制度の周知・利用促進 
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２  施策の推進  

 

 

 

 

 

 

（１） 充実した日常生活を支える体制の構築  

A 障害福祉サービス人材及び相談支援人材の確保・育成 重点①  

 事業所指導等及びサービス従事者研修等の充実 

障害福祉サービス事業所等に対して、適正な運営を支援するため研修・指導等の充実を図ります。 

サービス従事者研修を実施することで、サービスの直接の担い手となる従事者の技能、知識の向上

や定着などを図るとともに、事業者が従事者の処遇改善等に努めるよう働きかけていきます。 

事業所間の交流の場を設けることで従業者同士の横のつながりを構築し、意見交換を行うことでス

キルアップを図ります。 

 介護人材の確保 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び移動支援従業者、相談支援専門員及びピアサポ

ーターの養成研修の支援を通して人材の確保を図ります。 

福祉分野での就労を志望する人に対して障害福祉サービス等事業所についての情報提供、事業所見

学及びインターンシップ事業等を通して障害福祉分野での就業につながるよう働きかけます。 

事業所における ICTの活用や介護ロボット等の導入について支援することにより、介護職員の負担

軽減を進め、働きやすい職場環境づくりや人材不足の解消を図ります。 

 相談支援体制の更なる推進 

 今回は計画期間を６年間とし、令和 11 年度までについて策定します。期間の途中に国の制度及

び社会情勢等について変更が生じる可能性が高いことから、現計画のように個別具体的な施策をす

べて網羅する形式で事業名まで掲載することは控えることとします。 

 ただし、重点施策に設定した目標指標については、市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計

画に係る成果目標及び障害福祉サービス等の見込量にあわせて３年ごとに見直しを行うこととしま

す。 

✍✍✍ MEMO 
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基幹相談支援センターでは、相談支援事業所に対して、専門的な支援・助言 、研修等を充実させる

などにより、人材育成を行い、市全体の相談支援体制の強化に取り組みます。 

地域相談窓口「ひめりんく」では、障害のある人やその家族の複雑化した相談などに対応するた

め、専門性の向上や機能強化を図ります。 

計画相談支援を利用して適切な障害福祉サービスにつなげるため、相談支援事業所数を確保すると

ともに、相談支援専門員の知識・能力の向上を図ります。 

障害の相談支援のみでは解決が難しい事例は、介護、子育て、生活困窮分野の適切な相談支援事業

者や各種支援機関と連携を図り重層的支援を行います。 

 ピアサポーター支援の充実 

行政や事業者による相談支援のほか、当事者、利用者の視点に立った多面的な相談支援が受けられ

るよう、NPO法人、障害者団体、患者会等によるピアサポーターによる支援の充実を図ります。 

 

   目標指標①・・・事業所説明会参加事業所数（箇所） 

      

        

目標指標②・・・ひめりんくの相談件数（件） 

 

Ｂ 障害福祉サービス提供体制の充実 

 短期入所事業の充実 

重度心身障害者や医療的ケアの必要な人、強度行動障害のある人が利用できる短期入所事業所の整

備を進めます。 

 共生型サービスの周知・検討 

令和５年度（見込） 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 

400 450 500 550 

令和５年度（見込） 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 

7,200 7,300 7,400 7,500 



 

4 

 

障害のある人が 65歳以降も引き続き同じ事業所で介護保険サービスが受けられるよう、「共生型サ

ービス」の制度を事業所に周知するとともに、共生型サービスの指定を受けている事業所の数を増や

します。 

 高齢化への適切な対応 

障害のある人の高齢化に対しては、介護保険の地域包括支援センターなどと相互に連携を図り、介

護保険適用後も安定して在宅生活を継続できるよう支援します。その他、個々の事情に応じた障害福

祉サービスの利用についても継続します。 

 感染症への対応 

各種感染症の流行下にあっても障害福祉サービスの利用者の方々やその家族の生活を継続するた

め、制度の柔軟な運用を行い、感染症への対応を行います。感染症等の感染拡大を防止する観点か

ら、入所施設等において多床室の個室化改修等を支援します。 

Ｃ 日常生活支援の充実 

 医療が必要な人への支援 

障害のある人の医療費負担を軽減するため、自立支援医療制度や重度障害者医療費助成などを引き

続き実施するとともに、制度の周知を図ります。また、一般の歯科診療所では治療が困難な障害者

（児）に対し、歯科診療や相談等を実施します。 

 補装具費・日常生活用具費等の支給 

補装具費・日常生活用具費等については、障害のある人や子どもの状況に合わせて、適切な給付を

行うとともに、内容の充実を図ります。 

 各種手当等の支給による経済的負担の軽減 

障害者福祉金や重度障害者（児）介護手当等の各種手当等を支給し、障害のある人の経済的負担の

軽減を図ります。 

Ｄ 社会参加の機会促進 

 スポーツ・文化芸術活動等の場の充実 

ジョイフルスポーツフェアやボッチャリーグを開催することで、スポーツに親しむ場を提供し、健

康づくりや活動の場の充実を図ります。 
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美術作品の展示会等を開催することで、文化芸術活動の場の充実を図るとともに、障害の有無にか

かわらず共に様々な活動に参加できるような機会づくりに努めます。 

社会活動等の支援を行っている団体等に対して事業に要する費用を助成することで、社会参加の機

会の確保と充実、社会参加等における介助者の確保を図ります。 

文化・観光施設等の利用料を軽減することにより、障害のある人の社会参加を促し、充実した余暇

活動の機会を提供します。 

障害者団体や施設が実施するスポーツ・文化芸術活動等に対して助成や後援を行うなど、引き続き

活動を支援します。 

 外出支援の充実 

移動支援・同行援護・行動援護などのニーズを把握し、移動に支援が必要な人の外出支援の充実を

図ります。 

意思疎通支援事業の充実及び意思疎通支援者を養成することにより、聴覚及び言語機能等に障害の

ある人の外出における支援を図ります。 

各種交通助成事業の実施や福祉有償運送等の情報の周知により、障害のある人の外出の支援を推進

します。 

（２） 地域で暮らし続けるための支援  

Ａ 地域生活を支える仕組みの構築 重点②  

 地域生活を支援するための環境整備 

地域生活支援拠点には、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場の提供、専門的人材の確

保・養成及び地域の体制づくりの機能が求められています。地域生活支援拠点の機能を充実させ、地

域移行や地域で生活する中での相談や緊急時の受け入れなどにより、障害のある人が地域で安心して

生活できるように支援します。また、地域自立支援協議会専門部会で、地域生活支援拠点の運営状況

の検証及び検討を行います。 

 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

保健・医療・福祉関係者による協議の場などを活用し、ニーズを把握したうえで、課題の整理を行

います。また、課題の解決に向けた取組について、その進捗状況の評価を実施します。 



 

6 

 

精神障害のある人を支援する事業所や病院など関係職員への研修の実施や相談支援事業所と連携

し、保健・医療・福祉の相互理解の促進や協働体制の構築を進めます。 

 精神障害のある人への相談支援の提供 

専門医によるこころの健康相談、精神保健福祉相談員や保健師による相談支援、アルコール問題相

談等の各種の相談に対応します。また、精神科病院に入院となった精神疾患患者のうち、特に支援が

必要と思われる人については、退院後の生活支援を行い、医療中断や不本意な形での再入院を防止

し、希望する地域で生活するための支援を行います。 

 行動障害の支援体制の強化 

行動障害支援センターにおいて、自閉症や発達障害を原因とする強度行動障害等に関し、相談を受

け、助言や対応方法の検討を行うことで、行動障害のある障害者（児）の生活を支援します。また、

支援者等の研修を行うことで地域の支援力向上を図ります。 

 地域での交流促進・居場所づくり 

地域活動支援センターの数を増やし、創作活動や生産活動の機会の提供及び地域との交流を促進し

ます。また、障害のある人同士が余暇を楽しむ機会や情報交換する機会を充実させます。 

 

   目標指標①・・・地域生活支援拠点の緊急時の受け入れ数（件） 

      

        

目標指標②・・・行動障害支援センターによる強度行動障害研修の参加者（人） 

 

 

Ｂ 施設入所者・病院入院者の地域移行 

 地域生活を支援するための環境整備 

施設入所者の地域移行をすすめるため、国の方針に基づき、日中サービス支援型共同生活援助を行

う住居（グループホーム）の整備を進めます。 

令和５年度（見込） 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 

7 8 9 10 

令和５年度（見込） 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 

100 117 134 150 
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共同生活援助事業所（グループホーム）の居室等を利用するに要する費用の一部を助成することよ

り、障害者の地域での自立生活を支援するとともに、地域生活移行を推進する。 

 地域移行の推進 

精神科病院に入院している精神障害のある人のうち退院可能な人を対象に、ピアサポーターの活用

による退院意欲の喚起や地域移行支援などの個別支援を通して地域移行を推進します。 

Ｃ 暮らしやすいまちづくりの推進 

 バリアフリー化の推進 

公共交通機関のバリアフリー化を促進し、高齢者や障害者等が公共交通機関を容易に利用すること

ができる福祉のまちづくりの理念の実現を図るため、事業者に対しバリアフリー化に要する費用の一

部を補助します。 

公共交通機関の駅やバス停と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ歩道に点字ブロックを設置しま

す。 

公立施設等について、既存設備のバリアフリー化を行います。 

 住宅改造費助成の活用 

身体状況に応じた住宅改造にかかる費用を助成することで、障害のある人が住み慣れた住宅で生活

を続けられるよう、支援します。 

Ｄ 安全・安心の確保 

 防災体制の整備 

「災害時要援護者地域支援協議会」において、災害時に自力で安全な場所への避難が困難な障害の

ある人等の災害時要援護者を把握し、災害時に介助や見守りなど特別な支援を必要とする人が安心し

て避難できる体制整備を行います。 

災害時に、障害者等が安心して避難生活を送ることができるよう福祉避難所の開設・運営訓練や機

材整備等を行い、運営体制の充実を図ります。 

災害（感染症を含む）が発生した場合でも必要な障害福祉サービスを継続的に提供できる体制を構

築するため、障害福祉サービス事業所などに、業務継続に向けた計画の策定や研修・訓練の実施など

事前の対策を進めます。 
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災害による被害を防止するため、耐震基準に満たない施設等の耐震化のための改築、老朽化による

改築等を支援します。 

視覚や聴覚に障害のある人を対象に、事前登録制で自宅の固定電話や FAXに、災害時の避難情報等

を自動配信します。 

 緊急連絡体制の確保・緊急通報への対応力の向上 

一人暮らしの重度身体障害者に対し、安心コール（緊急通報機器）を貸与することで、速やかな救

助を行います。 

聴覚や言語が不自由で、音声での 119番通報が困難な方が、携帯電話やスマートフォンのインター

ネット機能を通して、簡単な画面操作で 119番通報を行える NET119緊急通報システムや、ファクスを

使用して通報できる FAX119などのサービスにより、地域での暮らしの安全・安心につながる取り組み

を推進します。 

救急現場では、スマートフォンアプリやコミュニケーションボードを活用し、意思疎通の円滑化を

図ります。 

（３） 就労支援体制の充実  

A 一般就労への移行及び職場定着の推進 重点③  

 就業の安定と自立の支援 

「職業自立センターひめじ」を中心に、就労系サービス事業所、公共職業安定所等の関係機関が連

携を図り、就労の場の確保と安定雇用に向け、就労開始から職場定着まで一貫した就労支援を行いま

す。 

 就労に係る障害福祉サービスの利用による支援 

就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の

希望、就労能力や適性等に合った選択を支援します。 

福祉的就労から一般就労への移行を促進するための取組を行い、一般就労者数の増加を図るととも

に、一般就労した人が安心して働き続けられるよう、就労に伴う課題に対応する支援を充実させ、職

場定着率の向上を図ります。 
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企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合等、一

般就労中であっても、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることで、雇用の継続を図りま

す。 

 就労支援関係者の連携 

障害のある人の就労において、就労支援関係者が集まるネットワーク会議を開催し、情報共有など

ネットワーク構成員の連携を図ります。 

 多様な働く機会の確保 

障害のある人が ICTを活用し在宅就労することや、短時間労働、自営業など多様な働き方を選択で

きる機会の拡大を図り、併せて、情報の収集に努めます。 

また、重度障害者等の職場・通勤における支援を行うことで就労機会の拡大を図ります。 

   目標指標①・・・福祉施設から一般就労への移行者数（人） 

      

        

目標指標②・・・就労定着支援事業の利用者数（人/月） 

 

 

Ｂ 福祉的就労の促進 

 就労機会の拡大 

企業内における障害のある人の生産活動を促進することにより、福祉的就労の場の確保・拡大を図

ります。 

 就労移行支援事業の利用による支援の充実 

利用者の意向・状況に合った事業所に通い続けられることが重要であることから、就労アセスメン

ト等を通じて適切なサービス利用を支援します。 

Ｃ 障害者就労施設等が供給する物品等の振興 

令和５年度（見込） 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 

75 77 79 81 

令和５年度（見込） 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 

41 48 58 68 
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 障害者優先調達の推進 

障害者就労支援施設等への製品や業務委託の優先的な発注に、引き続き取り組みます。 

 生産活動事業の促進、工賃向上への取り組み 

市民に障害者福祉について理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加を促すため、「ひめじ

はーとふるＳＨＯＰ」等を通じて、障害者就労支援施設等が供給する物品の展示及び販売の場を提供

します。また、工賃の向上に引き続き取り組みます。 

Ｄ 農業と福祉の連携 

 農福連携への支援 

障害者の就労の場の一つとして、高齢化などによる担い手の減少などが課題となっている農業分野

において、農福連携に取り組み、障害特性に対応した多様な働き方を促進することで、農業分野での

活躍を通じ自信や生きがいを持って社会参画を実現していきます。 

 

（４） 生涯を見据えた就学前・学齢期における支援の充実  

A 重度障害児・医療的ケア児への対応重点④  

 重度の障害のある子どもを受け入れる放課後等デイサービス事業所の確保 

重度障害や医療的ケアの必要な児童生徒を受け入れることができる放課後等デイサービス事業所等

の確保に取り組みます。 

 医療的ケアの必要な子どもへの対応 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターを配置します。 

書写養護学校には看護師が常駐し、医療的ケアの必要な児童生徒に対して医療的ケアを実施します。また、 

通学時に医療的ケアが必要な児童生徒に対して、看護師が介護タクシーに同乗して医療的ケアを行うことによ

り、医療的ケア児の通学支援を推進します。 

市立学校園（書写養護学校を除く）に在籍する医療的ケアが必要な幼児児童生徒については、看護師を派

遣して支援を行います。 
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    医療的ケア児が在籍する市立保育所には看護師資格を有する職員を配置、また、私立保育所・認定

こども園には看護師を雇用するための支援を実施します。 

放課後児童クラブについては、医療的ケア児が利用する際に、看護師を派遣します。 

 

   目標指標①・・・主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所数（箇所） 

      

        

目標指標②・・・医療的ケア児等に関するコーディネーター配置（人） 

 

 

 

Ｂ 総合福祉通園センター「ルネス花北」の機能強化 

 総合的な支援の推進 

姫路市の発達支援システムを構築するために、「総合福祉通園センター・ルネス花北」が地域にお

ける障害児支援の中心的役割を果たし、児童発達支援事業や障害児等療育支援事業などの充実を図り

ます。また、発達障害に関する専門医療機関である「発達医療センター花北診療所」を中心に、診

療・リハビリテーション・発達に関する相談などの総合的な支援を推進します。 

 児童発達支援センターとしての機能強化 

児童発達支援センターの機能を強化することで、多様なニーズを持つ「障害のある子どもとその家

族」への適切な発達支援と子育て支援を図ります。また、研修会の実施や関係機関へのコンサルテー

ション等により、地域全体の障害児支援の質の底上げを図ります。 

Ｃ インクルーシブ支援の構築 

 保育体制の充実 

令和５年度（見込） 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 

7 8 9 10 

令和５年度（見込） 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 

0 0 0 1 
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特別支援保育に関する研修等を通じて保育士・保育教諭の資質の向上に努めるとともに、保育士等

の加配等により、保育内容の充実を図ることで、特別な支援を必要とする児童と他の児童とともに集

団教育・保育を行います。 

 就学後の支援体制の充実 

障害の有無に関わらず、共に教育を受けられるよう、各校特別支援教育コーディネーターを中心と

した教育支援体制を充実させ、基礎的環境整備や合理的配慮の提供に努めます。 

通級による指導や交流及び共同学習、副籍校との居住地校交流を計画的・組織的に継続して行い、

充実させることで、個別の教育的ニーズのある児童生徒の自立と社会参加を見据えた多様で柔軟な体

制整備に努めます。 

 教育体制の充実 

特別な支援を要する幼児児童生徒に対して、一人一人の実態に応じた学習支援や生活介助を行う、

特別支援教育支援員を配置します。 

一人一人の教育的ニーズに応じた「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を作成することで、

学校園の連携による切れ目ない、適切な教育的支援の充実に努めます。 

初任者研修等のライフステージ別研修や職能研修、パワーアップ研修講座の各研修カテゴリーにお

いて、計画的・継続的に特別支援教育や特別な支援を必要とする児童生徒に関する研修を実施し、教

員の専門性や指導力の向上を図ります。   

 関係機関の連携と切れ目のない支援 

地域自立支援協議会の専門部会において、児童系サービス事業所と学校園の関係づくりを支援しま

す。 

サービス事業所と学校園が双方の役割を理解し、保育・教育と福祉の交流を図ることで、学校園内

で支援を実施する保育所等訪問支援事業の利用を促します。また、事業所と学校園の関係性が向上

し、連携しながら支援を行うことで、支援の充実を図ります。 

Ｄ 家族に対する支援 

 児童支援に関する窓口の設置 
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保健センターや地域の子育て支援関連機関などと連携し、発達において何らかのサポートが必要な

子どもたちとその家族に「気づきの段階からの支援」を行い、必要に応じて適切な関係機関につなげ

ます。 

障害のある子どもを療育する家庭が、身近な地域で適切な支援が受けられるよう関係機関と連携

し、子どもの発達に関する様々な相談に対応します。 

障害のある子どもを療育する家庭が、身近な地域で療育指導等が受けられるよう、関係機関との連

携のもと、子どもの発達に関する様々な相談に対応します。 

 地域子育て支援拠点事業実施施設の活用 

保育所等の地域の身近な場所において、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う地域子育て支援

拠点事業を実施し、子育てについての相談、情報の提供及び助言等を行います。また、発育に不安の

ある子どもとその保護者が身近に気軽に相談しやすい環境づくりを進めます。 

 介護者のレスパイトケア 

短期入所の機能を充実させ、介護者のレスパイトケアを推進します。 

（５） 権利擁護・差別の解消  

A 障害に対する理解促進・差別解消 重点⑤  

 各種啓発事業の実施 

「障害者週間事業」をはじめ、出前講座、啓発用品の作成・配布、各種イベントやこども手話教室

等を開催することで、障害に関する意識や理解の向上を図ります。 

総合福祉通園センター「ルネス花北」ルネス花北芸術祭やルネス花北公開セミナー、ルネス花北基

礎講座の開催、地域交流事業の実施により、障害に対する理解促進や支援のあり方等研修の機会の充

実を図ります。 

企業等に対し啓発チラシを配布するとともに、企業等が実施する障害者差別解消法及び障害理解等

に関する研修へ講師を派遣します。 

「障害者差別解消法」の趣旨に基づき、姫路市地域自立支援協議会等における情報交換、相談等の

体制づくりに努めます。 
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「障害者差別解消の推進に関する姫路市職員対応ガイドライン」を活用し、障害種別ごとの対応方

法を学ぶことで、職員の対応力向上に努めます。 

 手話への理解と普及の促進、環境整備 

手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を広げ、相互に地域で支え合い、安心して

暮らすことのできるまちづくりを推進するため、手話の理解と普及の促進を図るとともに、手話を使

用しやすい環境を整備するための施策を実施します。 

手話への理解と普及の促進のため、各種広報、イベントやこども手話教室等を開催することで、手

話が言語であるとの意識や理解の向上を図ります。 

 

   目標指標①・・・こども手話教室の参加者数(人) 

 

        

 

目標指標②・・・障害者週間事業への参加者数（人） 

 

 

Ｂ 障害のある人への虐待防止 

 施設従事者等からの虐待防止 

施設従事者や使用者からの虐待について未然防止を図るため、適切な支援方法の研修を行います。

また、障害福祉サービス事業所などに対し、虐待防止にかかる従業者への研修の実施や虐待防止のた

めの責任者の設置、虐待防止委員会の設置及び検討結果の周知徹底を求めます。 

 虐待防止への体制強化 

障害のある人への虐待防止のため、虐待対応の窓口となる「姫路市障害者虐待防止センター」を活

用し、必要に応じて行政、事業者、教育、医療などの関係機関の連携を図りつつ、引き続き虐待防止

に努めます。 

令和５年度（見込） 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 

200 210 220 230 

令和５年度（見込） 令和６年度 令和７年度 令和 8年度 

200 220 240 260 
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Ｃ 情報提供の充実 

 情報発信手段への市民の理解の促進と普及 

手話や点字、音声コードの添付など、障害特性にあった方法により、障害のある人に配慮した情報

提供を行うとともに、その情報発信の手段について、市民の理解の促進と普及を進めます。 

 コミュニケーション手段の確保 

手話通訳者や要約筆記者、ICTの活用などを通じて、コミュニケーション手段の確保を図ります。

また、手話通訳者や要約筆記、盲ろう者向けの通訳・介助員の養成に取り組みます。 

Ｄ 読書バリアフリーの推進 

※「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年 6 月 28 日法律第 49 号)」に基

づく、市町村計画に位置付けます。  

 情報の取得及び利用 

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（令和元年６月施行）に基づき、点字図書館等関

係機関との連携、電子図書館の運用などを通して、視覚障害のある人などの障害特性にあわせた読書環境の

整備を推進します。 

 視覚障害者や自力で本を読むことのできない障害者に対し、城内図書館において、ボランティア団体による音

訳図書の製作・貸出を行います。 

 アクセシブルな書籍・電子書籍等の充実及びアクセシブルな電子書籍等の普及 

図書館において、大活字本や LLブックなど障害者が利用しやすい書籍、文字の拡大機能や読み上げ機能

のある電子書籍など、アクセシブルな書籍・電子書籍等を充実させる取り組みを促進します。また、国立国会図

書館に対し、ダウンロード可能なデイジー図書の提供を行います。 

E 成年後見制度の周知・利用促進 

 成年後見制度の利用促進 

認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方に対して成年後見制度の相談支援・

利用促進や後見活動への支援を行います。また、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の

申立てができない方について、市長による審判の申立てを行います。 

 「姫路市成年後見支援センター」を中心に、成年後見制度の活用促進に向けて、弁護士会などの

専門職団体等との連携を強化するとともに、法人後見に取り組む団体への支援の検討を進めます。 
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成年後見制度の普及・啓発を図るため、権利擁護フォーラムを開催し、市民や関係機関の方々に成

年後見制度などの普及・啓発を図ります。 

 


